
平成28年10月15日 Ⅰ３法令上の根拠 番号法第9条第1項　別表第一　第16項
番号法第9条第1項　別表第一の16
行政手続における特定の個人を識別するため

事後

平成28年10月15日 Ⅰ４②法令上の根拠 番号法第19条第7項　別表第二　第27項
番号法第19条第7項　別表第二の27
行政手続における特定の個人を識別するため

事後

平成28年10月15日 Ⅰ５②所属長 税務課長　水野　真弓 税務課長　中野　旬三 事後

平成30年5月11日 公表日 平成28年10月15日 平成30年5月11日

平成30年5月11日 Ⅰ５②所属長 税務課長　中野　旬三 税務課長　小嶋　正義 事後

令和1年5月17日 Ⅰ５②所属長 税務課長　小嶋　正義 税務課長

令和1年5月17日 Ⅳリスク対策 様式変更による追記

令和4年10月1日 Ⅰ７請求先

総務部総務課　住所：常滑市新開町四丁目1番
地
電話番号：0569-47-6101(直通）
ファックス番号:0569-34-4329(代表)     

総務部総務課　（所在地）〒479-8610 愛知県常
滑市飛香台３丁目３番地の５
（電話番号）0569－47－6101（直通）
（ファックス番号）0569－35－4329（代表）

事後

令和4年10月1日 Ⅰ８連絡先
総務部税務課　住所：常滑市新開町四丁目1番
地
電話番号：0569-47-6106(直通）

総務部税務課　（所在地）〒479-8610 愛知県常
滑市飛香台３丁目３番地の５
（電話番号・ファックス番号）0569-47-6106（直
通）・0569-35-6944（直通）

事後

令和4年10月1日 Ｉ ４②法令上の根拠

番号法第19条第7項　別表第二の27
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第ニの主務
省令で定める事務及び情報を定める命令第20
条

番号法第19条第8号　別表第二の27
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第ニの主務
省令で定める事務及び情報を定める命令第20
条

事後

令和4年11月16日 Ⅱ ２、３ いつ時点の計数か 平成26年11月26日 令和4年11月16日

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明


